
令和７年 第４回 定例会

議案 参考資料

資料



同意第１７号

いなべ市教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

氏 名 服部 了潤（はっとり りょうじゅん）

住 所

生年月日

任 期 令和８年１月３０日 ～ 令和１２年１月２９日

職 歴

以上

同意第１７号参考資料
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議案第５８号

いなべ市職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例の制定について

１ 国家公務員等の旅費制度の改正に伴い、本市においても国に準じて経済社会情

勢の変化に対応した旅費制度とするため、いなべ市職員の旅費に関する条例等の

一部を改正するものです。

施行予定日：令和８年４月１日

２ 主な改正内容

(1) 実勢価格との乖離の解消

■宿泊料を定額から実費（上限付）に変更

上限は国家公務員等の旅費支給規程別表第２に定める額

(2) 実態・運用に即した規定の整備

■日当に代えて宿泊手当を新設

現行の「昼食代を含む諸雑費・用務地内の交通費に充てる旅費」を廃止し、

「宿泊を伴う出張にのみ支給する宿泊手当」を新設

■特急料金の距離制限（片道 100 ㎞以上の場合のみ支給可）を廃止

■一般の職員（特別職以外）の等級区分を廃止

【参考】

〇宿泊料の改正

現行（定額） 改正後（上限付き実費）
実際の支払額にかかわらず固定額 都道府県ごとの上限額を設けて実費支給

〇日当（改正後：宿泊手当）の改正

現行：日当 改正後：宿泊手当

昼食代等の諸雑費として定額支給 宿泊旅行の諸雑費(昼食代除く)として定額支給

宿泊費
出張先（例）

東京都 神奈川県 静岡県

特別職（市長、副市
長、教育長）、議員

14,800 円
特別職(市長、副市
長、教育長)、議員

27,000 円 22,000 円 13,000 円

特別職以外の職員
（５級以上）、委員
会の委員

13,100 円 特別職以外の職
員、委員会の委
員

19,000 円 16,000 円 9,000 円
特別職以外の職員
（4 級以下）

10,900 円

日当（１日） 宿泊手当（１泊）

特別職（市長、副市
長、教育長）、議員 3,000 円

職務による区分なし 2,400 円
特別職以外の職員（５
級以上）、委員会の委
員

2,600 円

特別職以外の職員（4
級以下）

2,200 円

議案第５８号参考資料
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議案第５９号

いなべ市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例の制定につい

て

１ 住民基本台帳カードは廃止されましたが、経過措置により平成 27 年 12 月 31

日まで交付され、その有効期限はカード作成日から 10 年間となっています。

現に交付されている住民基本台帳カードは、個人番号カードを取得するまでの

間、引続き有効であるため、条例を存置していましたが、令和７年 12 月 31 日

をもって全ての住民基本台帳カードの有効期限が経過し、失効するため、住民

基本台帳カードの利用に関する条例を廃止します。

また、条例の廃止に伴い、関係する条例について所要の改正を行います。

２ 関係する条例の一部改正

いなべ市住民基本台帳カードの利用に関する条例の規定を引用する規定の

改正を行う。

(1) いなべ市印鑑の登録及び証明に関する条例

(2) いなべ市手数料徴収条例

３ 住民基本台帳カードと個人番号カードの見本

住民基本台帳カード（見本） 個人番号カード（見本）

議案第５９号参考資料
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４ 住民基本台帳カードと個人番号カードでできる住民サービスの違い

５ その他

現在、市民が保有している有効な住民基本台帳カードはありません。

住民基本台帳カード 個人番号カード

・本人確認書類

・コンビニ交付サービス

・e-Tax の利用

・本人確認書類

・コンビニ交付サービス

・e-Tax の利用

マイナポータルの利用（個人番号カード専

用アプリ）

・健康保険証（マイナ保険証）の利用

・免許証（マイナ免許証）の利用

・転出届やパスポート等の電子申請

・所得・医療・年金等の閲覧

・各種民間の手続

・公金受取口座の登録
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議案第６０号

いなべ市立保育所条例の一部を改正する条例の制定について

こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）に係る利用料について定めます。

こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）とは、保育所等において生後６

か月から満３歳未満までの乳児又は幼児に対して、通園による家庭で過ごすだけ

では得られない様々な経験を通じて、こどもの育ちを応援し、こどもの良質な成

育環境を整備するとともに、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわら

ない形での子育てについての情報提供、助言その他必要な支援を行うものです。

(1) 対象者

保育所等に通っていない生後６か月から満３歳未満までのこども

(2) 利用時間

月単位で一定時間の利用可能枠の範囲（月 10 時間）

(3) 利用料

国の基準を参考に別途規則で定めます。

（国の基準 １時間当たり 300 円）

議案第６０号参考資料
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議案第６１号

いなべ市梅林公園条例の制定について

位置図

議案第６１号参考資料

いなべ市梅林公園
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①

②

③

④

⑤ ⑥

野遊びＳＤＧｓ拠点　完成予想図

茶色　①サニタリー棟（第一駐車場） R5.8.2～R6.3.15（完成）

青色　②宿泊棟A棟 R5.10.4～R7.3.17（完成）

黄色　③宿泊棟B棟 R6.5.8～R7.3.17（完成）

紫色　④サニタリー棟（桜エリア）等 R5.10.4～R7.5.20（完成）

緑色　⑤拠点棟 R6.11.13～R8.3.23（整備中）

赤色　⑥附属棟等 R7.1.31～R8.3.23（整備中）
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議案第６２号

いなべ市大安障害者活動支援センターの指定管理者の指定について

相手方 社会福祉法人晴山会

代表者 理事長 山中 猶文（やまなか なおふみ）

所在地 三重県いなべ市大安町大井田２６６９番地５

従業者数 常勤２１人 非常勤３５人（令和７年１０月１日現在）

業務実績 平成２０年４月から現在まで

いなべ市大安障害者活動支援センター指定管理者として管理業務を

受託

施設の概要

いなべ市大安障害者活動支援センターは、どのような障害をもっていても障害

者本人や家族が望む限り地域で生活ができるよう支援する施設として、平成２０

年４月に設置した公の施設です。

施設では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規

定する生活介護、短期入所、就労継続支援及び地域活動支援センター事業のサー

ビスを提供しています。それぞれのサービスの利用定員は、次のとおりです。

サービスの利用定員

サービス名 利用定員

生活介護 ４０人

短期入所 ３人

就労継続支援 １５人

地域活動支援センター事業 １０人

議案第６２号参考資料
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議案第６３号

いなべ市山郷重度障害者生活支援センターの指定管理者の指定について

相手方 社会福祉法人あじさいの家

代表者 理事長 打田 浩（うちだ ひろし）

所在地 三重県いなべ市北勢町其原８２３番地４

従業者数 常勤９人 非常勤２０人（令和７年１０月１日現在）

業務実績 平成２３年４月から現在まで

いなべ市山郷重度障害者生活支援センター指定管理者として管理業

務を受託

施設の概要

いなべ市山郷重度障害者生活支援センターは、他の障害者施設等では受け入れ

ることが困難である医療的ケアが必要な重度障害者であっても、障害者本人や家

族が望む限り地域で生活できるよう支援する施設として、平成２３年４月に設置

した公の施設です。

施設では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規

定する生活介護及び短期入所のサービスを提供しています。それぞれのサービス

の利用定員は、次のとおりです。

サービスの利用定員

サービス名 利用定員

生活介護 ２０人

短期入所 ２人

議案第６３号参考資料
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議案第６４号

いなべ市立田農園の指定管理者の指定について

相手方 有限会社フジタ

代表者 代表取締役 藤田 鉄夫（ふじた てつお）

所在地 三重県いなべ市藤原町上之山田５９１番地

従業者数 常勤９人 非常勤１４人（令和７年１０月１日現在）

業務実績 平成２９年４月から現在まで

いなべ市篠立きのこ園指定管理者として管理業務を受託

令和５年７月から現在まで

いなべ市立田農園指定管理者として管理業務を受託

施設の概要

いなべ市立田農園は、豊かな地域資源を活用し、市民農園の貸し出しを通じて

都市住民との交流及びビニールハウス栽培を通じて地域コミュニティの活性化

による地域共生社会の形成を図るための施設として、平成３０年４月に設置した

公の施設です。

議案第６４号参考資料
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議案第６６号

令和７年度いなべ市一般会計補正予算（第４号）

１２月補正予算の主な内容は、常備消防委託料、除雪作業委託料、公立小中学校等の

電気料金、子ども・子育て支援事業費補助金等の過年度返還金、職員人件費などの増減

及び下記のとおりです。

記

（補正額） 予算書

１ 企業誘致推進事務（都市整備課） 1,588 千円 P19

（事業用地の整備事業（防災機能拠点の強化と脱炭素化事業の推進））

水素ステーション事業などの脱炭素化事業を市と連携して推進しようとする三

重トヨタ自動車株式会社に、防災用緊急資材置場として、いなべインターチェンジ

横に整備した土地の一部を売却するため、用地測量を行います。

２ 戸籍住民基本台帳事務（市民課） 286 千円 P21

（マイナンバーカード在留カード等一体化情報機器整備事業）

出入国管理及び難民認定法等の改正により、マイナンバーカードと在留カード等

の一体化が可能になったことに伴い、これまでは在留カード等の券面に記載してい

た住所情報などを在留カード等のＩＣチップにも記録することが義務付けられた

ため、国の中長期在留者住居地届出等事務委託金を活用し、情報連携端末を整備し

ます。

３ 地域介護基盤整備事業（長寿福祉課） 71,148 千円 P21

（認知症高齢者グループホーム整備支援事業）

地域の高齢者からのニーズが高い認知症高齢者グループホームについて、三重県

の地域医療介護総合確保基金事業補助金を活用し、認知症高齢者等が住み慣れた地

域で安心して生活できる環境を整備します。施設整備はサービス事業者が行い、そ

の整備に係る費用を補助するものです。

４ 障害者手当支給事業（障がい福祉課） 552 千円 P21

（障害者手当支給事業）

特別障害者手当の申請者が増加していること及び手当の額が改定されたことに

より、増額補正を行います。

５ 障害者自立支援福祉サービス事業（障がい福祉課） 39,670 千円 P21

（障害者介護・訓練等給付事業）

障がい福祉サービスの対象事業である共同生活援助及び就労継続支援事業の利

用者が増加しているため、増額補正を行います。

議案第６６号参考資料
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（補正額） 予算書

６ 障がい者医療費扶助事業（保険年金課） 6,600 千円 P21

（障がい者医療費扶助事業）

障がい者医療費の支出額が増加しているため、増額補正を行います。

７ 私立認定こども園等運営支援事業（民生）（保育課） 32,180 千円 P23

（私立認定こども園等運営支援事業）（民生）

給食費の公定価格が改正されたこと、一時預かりの件数が想定を上回っているこ

となどにより、増額補正を行います。

８ 生活保護事業（生活支援課） 23,000 千円 P25

（生活保護事業（扶助費））

生活保護の受給者総数は横ばい傾向であるが、生活保護医療扶助及び介護扶助の

対象者が増加しているため、増額補正を行います。

９ 中山間地域等直接支払事業（農林整備課） 491千円 P27

（中山間地域等直接支払交付金事業）

新たに追加されたスマート農業加算を積極的に活用することで、耕作条件が不利

な中山間地域における営農活動の継続支援を強化するため、増額補正を行います。

10 農作物有害鳥獣対策事業（獣害対策課） 9,100 千円 P27

（有害鳥獣駆除報償金）

シカ、イノシシ、サルの駆除頭数が想定を上回っているため、増額補正を行いま

す。

11 農業基盤整備事業（単独）（農林整備課） 554千円 P27

（小規模土地改良事業補助金）

大安町地内の梅戸北用水路及び北勢町地内の別名白口（しらくち）水路の修繕工

事を行います。

12 道路橋梁維持補修事業（建設課） 25,600千円 P27

（道路維持修繕事業）

車両及び歩行者の安全を確保するために生活道路や通学路、排水路等の適切な維

持管理及び補修を行います。

13 道路災害防止対策事業（建設課） 5,000 千円 P27

（緊急自然災害防止対策事業）

緊急自然災害防止対策事業債を活用し、北勢町地内の市道山第 14 号線の道路施

設修繕工事を行います。
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（補正額） 予算書

14 公立小学校施設整備事業（教育総務課） 65,730 千円 P29

（丹生川小学校大規模改修及びプール他解体工事）

大規模改修及びプール解体工事実施設計の現地調査により修繕箇所が増加した

こと、アスベストが発見されたことなどに加え、物価等の高騰により、工事費の増

額補正を行います。

15 社会教育施設整備事業（生涯学習課） 4,257 千円 P31

（大安公民館空調機改修工事）

教育総合研究所執務室の空調機が故障したため、新しい空調機の設置工事を行い

ます。

16 社会教育施設整備事業（生涯学習課） 1,276 千円 P31

（員弁コミュニティプラザ空調機修繕工事）

２階ロビーの空調機が故障したため、修繕工事を行います。

17 学校給食管理事業（教育総務課） 3,502 千円 P33

（学校給食管理事業）

物価の高騰により食材費及び電気料金が想定を上回っているため、賄材料費等の

増額補正を行います。

18 農業用施設災害復旧事業（農林整備課） 10,520千円 P35

（農業用施設災害復旧工事（単独））

６月下旬に発生した豪雨により被災した施設のうち、小規模災害復旧工事で対応

できない藤原町地内の本郷近末（ちかすえ）地区排水路、市場宮之下地区用排水路

及び古田下奥之谷地区排水路並びに９月中旬に発生した豪雨等により被災した施

設のうち、国補災害申請対象規模に満たない大安町地内の石榑東獅ケ谷地区排水路

ほか 10 か所の小規模災害復旧工事を市単独災害復旧事業として行います。

19 農地災害復旧事業（農林整備課） 14,155千円 P35

（農地災害復旧工事（単独））

６月下旬に発生した豪雨により被災した農地のうち、小規模災害復旧工事で対応

できない北勢町地内の田辺煙地区及び大安町地内の石榑東畑鴫（はたしぎ）地区の

農地並びに９月中旬に発生した豪雨等により被災した農地のうち、国補災害申請対

象規模に満たない大安町地内の丹生川久下天中道（てんちゅうどう）地区ほか３か

所の小規模災害復旧工事等を市単独災害復旧事業として行います。

20 林道災害復旧事業（農林整備課） 396千円 P35

（林道災害復旧工事（単独））

９月中旬に発生した豪雨により被災した林道のうち、国補災害申請対象規模に満

たない大安町地内の林道宇賀線災害復旧工事を市単独災害復旧事業として行いま

す。
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